
特 約 事 項

１ 現場代理人及び主任技術者等の届出は契約締結の日から７日以内に提出すること。

２ 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は，建設業法第

１５条第２号イ又はロに該当する者若しくは同号ハの規定により国土交通大臣が同

号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で，監理技術者資

格者証の交付を受けているものを配置すること。

この場合において，発注者から請求があったときは，資格者証を提示すること。

３ 約款第１３条第２項による工事材料に関しては，特別に定めるもののほかは，土木

工事共通仕様書の第２章に記載された工事材料とする。

４ この工事の施工に際して，必要な資材を購入し，又は工事の一部を下請負に付する

場合には，可能な限り三原市内に本店，営業所等を有する業者に発注するものとする。

５ 資材を購入しようとするときは，あらかじめ購入先の名称・所在地及び資材名等を

発注者に通知するものとする。

６ 建設業退職金共済制度に係る共済証紙購入状況等の報告について

市の工事（当分の間，請負代金の額が３００万円以上の工事とする。）を受注した

建設業者は，当該請負工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共

済証紙」という。）の購入状況等を書面により，契約締結後１ヶ月以内（電子申請方針

においては契約締結後４０日以内）に発注者に書面（電子申請方式の場合は電子申請

による）で報告するものとする。

報告にあたっては，共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書

（以下「収納書」という。工事請負契約の変更等により追加購入した場合の収納書を

含む。）を添付することとし，共済証紙を購入しなかった場合（工事請負契約額の増

額変更等があった場合で，共済証紙の追加購入をしなかった場合を含む。）には，そ

の理由を書面により報告すること。

受注者は，工事完成時には建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表を作成し，発

注者に提出すること。

７ 暴力団等からの不当請求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除につい

て

（１） 暴力団等から不当介入を受けた場合は，その旨を直ちに発注者に報告し，所轄

の警察署に届け出ること。

（２） 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。

（３） 排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，

発注者と工程に関する協議を行うこと。

（４） 発注者と工程に関する協議を行った結果，工期に遅れが生じると認められた場

合は，約款第２２条の規定により，発注者に工期延長の請求を行うこと。



（５） 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被

害届をすみやかに所轄の警察署に提出すること。

（６） 当該被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関

する協議を行うこと。その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款

第２２条の規定により，発注者に工期延長の請求を行うこと。

８ ダンプトラック等による過積載等の防止について

（１） 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

（２） 過積載を行っている資材納入業者から，資材を購入しないこと。

（３） 資材等の過積載を防止するため，資材の購入等に当たっては，資材納入業者等

の利益を不当に害することのないようにすること。

（４） さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造したダンプカーが工事現場に出入り

することのないようにすること。

（５） 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目

的に鑑み，同法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ，当該団体等への

加入者の使用を促進すること。

（６） 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては，交通安全に関する配

慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故

を発生させたものを排除すること。

（７） （１）から（６）のことにつき，下請契約における受注者を指導すること。

９ 道路工事を行う場合にはすべて道路交通法第７７条第１項に基づいて所轄警察署

長の許可を受けなければならない。

10 発注者は，受注者が工事の施工にあたり遵守しなければならない法令上の義務が適

正に履行されているかの立入調査を行うことができる。

受注者は，発注者又は発注者の指名する者が工事現場，現場事務所又は営業所に立

入調査を実施する場合はこれを受け入れなければならない。

11 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは，特記仕様書の記載のとおりと

する。記載の無いときは，これらに対して特段の定めをしていない。

12 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合，建設発生土の搬出

先については仕様書に定める。

13 次に示す事項について全てを満たす場合，熱中症対策に資する現場管理費の補正が

可能な工事とする。

（１） 工種が土木一式工事，とび・土工・コンクリート工事及び舗装工事である工事

のほか，別途仕様書に熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことを示した

工事。

（２） 主たる工事現場が屋外である工事。

（３） 予定価格（消費税及び地方消費税を含む。）が５００万円以上の工事。
































